
令和６年度事業経過報告

はじめに 

「人生 100 年時代」といわれるとおり、医療技術の進歩や生活水準の向上により、

今後ますます多くの人が長生きする時代となっています。この時代において、どのよ

うに充実した人生を送るか、また、老後に向けてどのような準備をしていくかが大き

な課題となります。司法書士は、誰もが避けられない相続と老いに伴う人生の大きな

問題に、相続登記業務や成年後見業務等を通じて、日々思いを巡らせており、将来を

見通す力や起こり得る事態への備え、起きた問題に対する法的対処法に長けています。

今後も我々司法書士の活躍が市民の皆様の助けになることは大きいとの自負をもっ

て日々の業務に励んでいきたいと思います。 

法務省の法務年鑑によると、不動産の権利に関する登記件数は、令和元年 8,036,297

件、令和 2 年 7,574,692 件、令和 3 年 7,902,616 件、令和 4 年 7,825,528 件、令和 5

年 7,900,543 件となっており、登記件数は横ばい状況が続いています。 

相続登記の申請の義務化は、令和 6年 4月 1日施行から 1 年以上が経過し、国民に

十分かつ丁寧な周知を図るとして、法務省及び法務局のみならず、日本司法書士会連

合会・神奈川県司法書士会をはじめとする各県司法書士会による幅広い広報周知活動

が行われている結果、「長年放置していた相続登記について相談したい」との声を耳

にする機会が増えてきたと皆様も実感されていることと思います。 

相続土地国庫帰属制度が、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等を背景

に、相続を契機として望まない土地を取得した所有者の負担感が増し、これを手放し

たいと考える者が増加しているとの指摘があること等を踏まえ、所有者不明土地の発

生を予防し、土地の管理不全化を防止することを目的として、令和 5 年４月２７日か

ら開始されていますが、制度開始より既に 2 年以上が経過し、この制度の利用方法に

ついても今後問い合わせが増えてくると思われます。 

当協会の令和６年度の受託収入は、2301 万円でした。前年度 3061 万円より 760 万

円減少、予算 3200 万円に対して 899 万円不足する結果となりました。長年随意契約

であった案件が、次々と競争入札案件に切り替わり、他士業との競争も従来とは異な

るレベルで表面化しており、受託案件数の減少がいよいよ本格化してきたと感じてい

ます。 

収入の計上時期が年度をまたぐこともありますので、あくまでも概算になりますが、

令和元年度以降、当協会の年間受託収入の約４０から６０％を占めている長期相続登

記等未了土地解消作業について、以下に取り上げてご説明します。 

盛岡地方法務局の令和 5 年度長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人 200 人

分）については、5,299,798 円（税抜き）の報酬を、長崎地方法務局の同作業につい

ては、5,999,900 円（税抜き）の報酬を受け、令和 6年 12 月に担当社員の皆様に分配

いたしました。なお、例年通り確定相続人数を基準に加算報酬単価を定め、神奈川県



司法書士会からの貴重な助成金をもとに、臨時報酬として各担当者へ追加でお支払い

しました。 

令和 6年度も、当協会は 2カ所計 400 人分の落札を目指し、各入札に参加しました

結果、千葉地方法務局、大分地方法務局の計 2カ所の落札をできました。なお、落札

価格は、千葉地方法務局（登記名義人 200 人分）5,959,998 円（税抜き）大分地方法

務局（登記名義人 200 人分）5,160,000 円（税抜き）と例年通り厳しい結果となりま

した。 

千葉局 24 名、大分局 21 名の総勢 45 名の社員の皆様に、8月後半の調査開始からご

担当いただき、約 6か月後の 3月末時点でほとんどが納品済みと処理作業は順調にす

すんでおります。 

大変な作業ではありますが、平成 30 年度の本作業開始初年度から毎年継続して落

札し、累計7年度分の作業を当協会は担当してきました。担当の皆様のご尽力により、

法務局からも信頼を得て作業を続けて来れたものと自負しており、改めて感謝申し上

げます。 

神奈川県公共嘱託登記司法書士協会は、昭和 61 年の社団法人設立から、既に 40 年

近くが経過しており、平成 15 年施行の司法書士法人よりも倍近い長い歴史がありま

す。この間、公共嘱託登記という国や地方公共団体などの「公共団体」が、不動産登

記に関して登記所（法務局）に依頼して行う登記手続きの多くを当協会が受任し、道

路の拡張工事や区画整理事業、最近では長期相続登記未了土地問題や空き家問題解消

等の公共事業に関連する不動産の権利関係を明確にする重要な役割の一部を担って

きました。協会としての継続性と信頼性および組織力を活用した業務受託体制並びに

職業賠償保険による責任体制が完備している当協会の存在意義は、我々社員が感じて

いる以上に大きいものと言えるのではないでしょうか。 

今後も、大量処理案件、処理困難な事業に、社員の皆様と一緒に知恵を絞って、力

を合わせて積極的に対応し続けていければと思っております。是非、周りの司法書士

に当協会への加入をお声掛けください。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨夏から明らかに米や野菜の高騰が続いていると実感していますが、生鮮食品を含

む消費者物価の総合指数は昨年まで 3 年連続で前年比 2 から 3％台の上昇率となり、

これはバブル期が重なる 1989 から 91 年以来のことで、日本経済は歴史的な物価高の

状況にあるそうです。社員の皆様の各司法書士事務所も報酬規程の増額改定を行って

いるかもしれませんが、当協会の公共嘱託登記案件の単価表についても毎年改定を行

っており、令和 7 年度単価表についても、前年度の約 109％に改定いたしました。各

種契約においては、様々な点を考慮せざるを得ませんが、この単価表をもとにお見積

り作成をお願いいたします。 

令和５年の日司連総会において、協会の業務範囲拡充（権利者調査業務の明文化、

裁判所等提出書類の作成、財産管理業務を加える）、周旋禁止規定の新設、研修義務

化、家事事件の代理、受任している簡裁訴訟代理等関係業務に関する上訴審及び民事

執行の代理権獲得を目指す司法書士法改正大綱が承認され、現在、法改正に向けて具



体的に活動しているところです。 

国会での上程は、法務省民事局の提出法案数にもよりますが、土地家屋調査士協会

の業務範囲拡充を目指す法改正も予定されており、司法書士法及び土地家屋調査士法

の一部を改正する法律案として、そう遠くない将来実現されるものと考えています。 

当協会も神奈川県司法書士会、神奈川県司法書士政治連盟、成年後見センター・リ

ーガルサポート神奈川県支部と四位一体となり本法改正を支援しています。 

令和６年度に企画開催した公開講座は素晴らしい内容で、受講者アンケートにおい

ても大変な好評価を頂きました。 

本会、組合、政連、リーガルサポート、青司協、公共嘱託登記土地家屋調査士協会

の各団体の皆様には昨年度も大変お世話になりました。今後も友好な関係を深めてい

ければと思っております。 

 

具体的な事業についての詳細は以下に記載しております。 

 

 

第１ 新規案件継続案件等の受託 

 
令和６年度における既受託案件及び新規受託案件について次の通り報告します。併

せて、後掲「各支部処理状況」、「令和６年度受託事業収入一覧」及び「令和６年度

業務日誌（役員の動き）」を参照下さい。 

 

１．本部 

（１）大分地方法務局 

ア、令和６年度長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人２００名分） 

（２）千葉地方法務局 

ア、令和６年度長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人２００名分） 

 

２．横浜支部 

（１）横浜市道路局 

ア、令和６年度市道片倉六角橋（神大寺地区）道路改良事業公共嘱託登記委託 

（入金番号２０２４－０３７） 

イ、令和６年度市道片倉六角橋（神大寺地区）道路改良事業公共嘱託登記委託（そ

の２） 

（入金番号２０２４－０４３） 

ウ、令和６年度市道三ツ沢３９８号線道路台帳作成公共嘱託登記委託 

（２） 横浜市都市整備局 

ア、令和６年度西戸部町地区所有者不明土地の解消に向けた調整等業務委託 

（３）横浜市建築局 



ア、令和６年度管理不足空家等の所有者調査業務委託 

（４）横浜市港湾局 

ア、令和６年度金銭消費貸借及び根抵当権極度額変更 

（入金番号２０２４－０２９、２０２４－０３１） 

（５）横浜市財政局 

ア、令和６年度市有地公募売却事業に係る「市有財産売買契約書」案作成業務委

託（入金番号２０２４－０３２） 

 

３．川崎支部 

受託業務はありません。 

 

４．横須賀支部 

ア、半原水源系統ずい道（１１号、１２号）充填工事に伴う用益権抹消業務 

 

５．小田原支部 

（１）松田町 

ア、令和６年度司法書士法第３条に規定する登記及びこれに関連する事前調査 

（入金番号２０２４－０１８、２０２４－０３０、２０２４－０３８、２０２４

－０４４、２０２４－０４９） 

（２）県西地域県政総合センター 

ア、令和６年度広域農道整備事業用地の調査事務委託  

 

６．湘南支部 

（１）茅ヶ崎市 

ア、令和６年度狭あい道路所有権移転登記等業務委託 

（入金番号２０２４－０１７、２０２４－０１９、２０２４－０２３、２０２４

－０２７、２０２４－０３３、２０２４－０４１、２０２４－０４６、２０２

４－０４７） 

（２）寒川町 

ア、令和６年度所有権移転等業務委託 

（入金番号２０２４－０３５） 

 

７．相模原支部 

受託業務はありません。 

 

８．厚木支部 

（１）厚木土木事務所 

ア、令和６年度県土整備事業用地の調査事務及び登記事務に関する業務委託 



（２）県央地域県政総合センター

ア、令和６年度土地改良施設危険防止対策事業（北下谷地区）権利登記事務等業

務委託

（入金番号２０２４－０４２） 

イ、令和６年度県営かんがい排水事業相模川右岸２期地区（愛甲隧道）権利登記

事務等業務委託

（３）自然環境保全センター

ア、令和６年度継承分収林所有者追跡調査業務委託

９．大和支部 

（１）綾瀬市

ア、令和６年度公共嘱託登記（司法書士）業務委託

（入金番号２０２４－０２１、２０２４－０２２、２０２４－０２６） 

（２）海老名市

ア、令和６年度権利に関する嘱託登記の業務委託

（入金番号２０２４－０２４、２０２４－０２５、２０２４－０２８、２０２４

－０３９、２０２４－０４５、２０２４－０４８、２０２４－０５０、２０２

４－０５１） 

（３）大和市

ア、令和６年度公共嘱託登記（権利）に係る業務委託

（入金番号２０２４－０３６） 

イ、令和６年度公共嘱託登記（権利）に係る業務委託（その１）

（入金番号２０２４－０４０） 

ウ、令和６年度公共嘱託登記（権利）に係る業務委託（その２）

（４）座間市

ア、令和６年度座間市空き家等所有者等調査業務委託（その１）

（入金番号２０２４－０３４） 

イ、令和６年度座間市空き家等所有者等調査業務委託（その２）

（５）高座清掃施設組合

ア、令和６年度本郷ふれあい公園登記業務

（入金番号２０２４－０２０） 

第２ 本年度に入金されている過年度受託案件の状況 

令和５年度までに受託・完了し、本年度に入金されている案件状況について次の

通り報告します。併せて、「令和６年度受託事業収入一覧」を参照下さい。 



１．本部 

（１）盛岡地方法務局 

ア、令和５年度長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人２００名分） 

（入金番号２０２４－００４） 

（２）長崎地方法務局 

ア、令和５年度長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人２００名分） 

（入金番号２０２３－０６６） 

（３）横浜市財政局 

ア、令和５年度長期貸付地の低地公募売却に係る「借地権付底地売買契約書（案）」

作成業務委託 

（入金番号２０２４－００７） 

（４）湘南地域県政総合センター 

  ア、令和５年度県営かんがい排水事業に伴う調査事務及び権利登記事務委託 

（入金番号２０２３-０６４） 

 

２．横浜支部 

（１）横浜市道路局 

ア、令和５年度市道上白根第９９号線上白根一丁目地区（その１）道路改良事業

公共嘱託登記委託 

（入金番号２０２４－００９） 

イ、令和５年度横浜国際港都建設道路事業鴨居上飯田線（さちが丘地区）公共嘱

託登記委託（入金番号２０２４－０１３） 

ウ、令和５年度横浜国際港都建設道路事業鴨居上飯田線（本宿・二俣川地区）公

共嘱託登記委託 

（入金番号２０２４－０１４） 

エ、令和５年度市道和泉町第４４９号線道路改良事業公共嘱託登記委託 

（入金番号２０２４－０１５） 

（２） 横浜市都市整備局 

ア、令和５年度西戸部町地区所有者不明土地の解消に向けた調整等業務委託 

（入金番号２０２４－０１１） 

イ、令和５年度横浜国際港都建設道路事業瀬谷地内線（二ツ橋中部地区）公共嘱

託登記委託（その２） 

（入金番号２０２４－００６） 

（３）横浜市建築局 

ア、令和５年度管理不全空家等の所有者調査業務委託 

（入金番号２０２４－００５） 

（４）横浜市環境創造局 

 ア、令和５年度谷本公園整備事業に伴う登記委託（その１） 



 （入金番号２０２４－００８） 

 

３．川崎支部 

ありません。 

 

４．横須賀支部 

ありません。 

 

５．小田原支部 

（１）松田町 

ア、令和５年度司法書士法第３条に規定する登記及びこれに関連する事前調査 

（入金番号２０２３-０６８、２０２４－０１２） 

 

６．湘南支部 

（１）茅ヶ崎市 

ア、令和５年度狭あい道路所有権移転登記等業務委託（所有権移転登記） 

（入金番号２０２３-０６３、２０２４－００１、２０２４－０１０） 

（２）寒川町 

ア、令和５年度所有権移転等業務委託 

（入金番号２０２４－０１６） 

 

７．相模原支部 

（１）相模原市 

ア、精算結了済用地取得作業支援業務委託 

（入金番号２０２３-０５１） 

 

８．厚木支部 

（１）厚木土木事務所 

ア、令和５年度県土整備事業用地の調査事務及び登記事務に関する業務委託 

（入金番号２０２３－０６７） 

 

９．大和支部 

（１）綾瀬市 

ア、令和５年度公共嘱託登記（司法書士）業務委託 

（入金番号２０２３-０６２、２０２４－００３） 

（２）海老名市 

ア、令和５年度権利に関する嘱託登記の業務委託 

（入金番号２０２３-０６９、２０２４－００２） 



（３）厚木土木事務所東部センター 

イ、令和５年度河川修繕工事県単（その５９） 

（入金番号２０２３－０６５） 

 

第３ 研究・研修活動 

社員の嘱託業務遂行の能力向上に資することと神奈川県司法書士会

会員への知識向上を目的として、例年研修会を実施しています。 

社員研修 

 今年度は開催なし。 

   会員研修 

    今年度は開催なし。 

 

第４ 本部組織の充実 

（１）業務開発委員会 

 

（２）研修委員会 

    今年度は実施なし。 

 

（３）公益事業委員会において、ホームページの更新を行い、無料テレフォン相談と

無料出張相談を実施しました。 

 

 

第５ 関連友好団体との連携と協調 

（１）公益社団法人神奈川県土地家屋調査士協会と公開講座共催 

 合同公開講座を開催しました。 

開催日時 令和６年１１月２２日 １３時００分～１６時４０分 

開催場所 神奈川県司法書士会館１階研修室 

およびＺｏｏｍウェビナーによるオンライン 

講義内容 １．筆界確定の実務 

２．旧相続法の基礎（用語解説を中心に） 

講  師 １．土地家屋調査士 西田 貴麿 氏 

（神奈川県土地家屋調査士会副会長） 

２．司法書士 中尾 昇 氏 

参加者数 １４０名 

     ＜参加者数の内訳＞ 

来館 ３７名（官公署２４名 司法書士７名 土地家屋調査士６名） 

Zoom １０３名（官公署５１名 司法書士４３名 土地家屋調査士 

４名 一般市民５名） 



 

（２）全国公共嘱託登記司法書士協会協議会との協調 

 藤井理事長が、全司協副会長として全司協会務に従事しました。 

 

（３）神奈川県職員研修会へ講師派遣 

   今年度は派遣無し。 

 

（４）本会相続推進空家問題対策委員会、リーガルサポートかながわとの協調 

 

（５）本会との協調 

昨年に続き本会との連絡協調をし、公嘱協会の現状報告を行いました。 

 

 

第６ 令和６年度中の社員の異動 

  令和６年３月３１日現在 １５１名 

入会した社員 ８名(内訳 個人 ８名、法人社員 ０名) 

退会した社員 ５名(内訳 個人 ５名、法人社員 ０名) 

資格喪失社員 ０名(内訳 個人 ０名、法人社員 ０名） 

令和７年３月３１日現在 １５４名 

 

 

第７ 令和６年度中の事業収入 金２３，０１７，５２５円 

支部別の事業収入は、「各支部処理状況」を参照 

 


